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改正救急救命士法（令和3年5月28日公布）

4月に衆議院を、5月に参議院を通過し
5月28日に改正救急救命士法が公布

令和3年10月1日より法施行された
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改正救急救命士法

2022/11/7
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➢研修内容は、日本救急
医学会・臨床救急医学
会・厚生労働省で検討
されリリースされた。

医療機関内に勤務する救

急救命士は厚生労働省の

定める研修を行うこと
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厚生労働省通知
医政発 0901第15号通知においては

良質かつ活適切な医療を効果的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律の施行について（救急救命士関係）

第一 救急救命士法改正の内容

第二 施行にあたっての留意点

１．救急救命士に関する委員会の構成等
２．救急救命処置に関する規定
３．院内研修の運用

(詳細はガイドラインを参考に）
４．救急救命処置の検証

第三 日本救急医学会・日本臨床救急医学会で作成されるガイドラインについて
医療機関に所属する救急救命士が行う業務の質の担保を目的とした取組や、
院内研修の内容について、当該ガイドラインを参考とすること
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院内での研修
院内における救急救命士としての教育

静脈路確保・気管挿管など
救急救命処置

院内救急救命士にかかわる委員会において決めておかなければならないこと

１．救急救命処置が可能な場 （外来受診から入院するまでの間）
２．救急外来等において実施する救急救命処置の範囲（33項目の救急救命

処置のうちどれを実施するか）
３．救急救命処置を指示する医師の範囲（常勤医師・非常勤医師、どの科の医

師までを含めるか？）
４．救急救命処置の事後検証の方法
５．就業前における研修項目の実施（医療安全・感染対策・チーム医療）と

技術的な確認
６．救急救命士が院内で実施できる救急救命処置以外の業務の規定
７．救急救命士の生涯教育体制の確立

医療機関はそれぞれの環境や医療資源が異なるために、消防機関のような単一な
MC体制をとりにくい。その為に各医療機関で以下のことを決めておく必要がある。

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命
処置実施についてのポイント

5



医療機関に勤務する救急救命士の
救急救命処置実施についてのガイドライン

「医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン_R31011修正版」
https://jsem.me/news/items/post_20_guidelines.v2.pdf 6



委員会の設置と規程
救急救命士を雇⽤する医療機関は、当該医療機関に勤務す
る救急救命士による救急救命処置が適切に実施されるよう、
救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を設
置する（以下、「救急救命士に関する委員会」）

医療機関内における位置づけ
⚫医療機関に所属する救急救命士の業務は多職種の領域に
関連することから、当該医療機関の管理者直轄の委員会と
することが望ましい。

⚫ 医療安全の確保等を⽬的とした既存の院内委員会が存
在する場合には、当該院内委員会をもって、救急救命士に
関する委員会と兼ねることも考えられる。

医療機関が設置する委員会とは
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•救急救命処置を指⽰する医師、医療安全管理委員
会の委員、その他委員会の⽬的を達するために必要
な委員により構成する。

•救急搬送患者を担当する看護師や、救急救命士の
資格をもった者を構成員として含むことが望ましい。

•救急診療に関連する多職種関係者を構成員として含
むことが望ましい。

• 委員会に関する規程
救急救命士に関する委員会の⽬的、構成員、検討
事項等について明確にした委員会規程を定めておく。

委員会の構成員

構成員
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委員会構成員（例）

•委員長 病院長

•副委員長 救急課部長

•委員 看護部長

•委員 医療安全専従看護師

•委員 救急救命士責任者

•委員 医事課

•委員 連携室

•委員 臨床工学科

•委員 薬剤科

•委員 放射線科 など

院内に存在する既存の
委員会に付属させる状
態で設置してもよい
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医療機関が設置する委員会

•救急救命士に関する委員会では、救急救命士が実施する
救急救命処置に関する規定を定める。

•当該規定のなかで、救急救命処置（33行為）のうち医療
機関内で実施する救急救命処置の範囲及び救急救命処
置を指⽰する医師を明確にする。

•加えて、救急救命士の業務の質を保障する観点から必要と
考える事項について定めるとともに、救急救命処置を指⽰す
る医師およびその他救急救命士と協働する医療従事者に対
し、当該規定の内容および救急救命処置を実施する救急
救命士等について周知することも必要である。

救急救命士に関する委員会での検討事項
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救急救命士が処置可能な33項目（救急救命処置）

医師の具体的な
指示（特定行為）医師の包括的指示
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救急救命士に対する医師の指示は

処置の対象は重度傷病者であることを医師が判断しなけれ
ばならない。したがって、原則としてその場にいる医師か
ら直接指示をもらうべきである

出典：厚生労働省「医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン」p15

救急救命処置(33 行為)のうち医療機関内で実施する救
急救命処置の範囲及び救急救命処置を指示する医師を
明確にしておくことが求められる。さらに

重要

医療機関内では
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